
　事故が発生したときは、まず治療が優先です。それから加害者と話し合いをすることになりますが、
加害者から組合員証を使って治療をしてほしいなどの申し出があった場合は、事故の原因が公務外
であれば組合員証を使って治療することができます。
この場合は、共済組合に手続が必要ですので、その手続についてご案内します。

❖事故にあったとき

①相手の身元を確認しましょう。

加害者（運転者）の住所、氏名、電話番号、勤務先、車のナンバー、免許証番号、加入保険会社、証券
番号等の必要事項を必ずメモしておくこと。

②警察に届けましょう。
どんな些

さ

細
さい

な事故でも必ず警察官に立ち合ってもらい事故の確認をうけ事故証明を受けられるようにするこ
と。この場合の事故証明は、必ず人身事故扱いとしてください。
加害者が知り合いなどの場合で、人身事故扱いにするのは抵抗がある方もおられますが、人身事故扱いに

しなかったことにより、治療費・慰謝料などの保険金が受けられないことがあります。

③ 組合員証を使用する場合は必ず連絡しましょう。
治療費は、原則として加害者が支払うものですが、組合員証を使用して治療を受けることができます。その

際は、必ず共済組合又は勤務先の共済事務担当課へ連絡してください。ただし、通勤災害、公務災害など
の公務上の事故の場合は組合員証は使用できません。
また、加害者へ保険診療分の治療費の支払義務が発生することを伝えておいてください。

④共済組合へ「損害賠償申告書」を提出してください。
組合員証を使用して医療機関に受診した場合は、共済事務担当課を経由して共済組合に損害賠償申告書

を提出してください。
これは共済組合が、加害者に対して損害賠償請求権を行使するために必要なものです。

届
出
書
類

① 損害賠償申告書

共済組合指定様式

② 事故発生状況報告書

③ 念書

④ 個人情報に関する同意書

⑤ 加害者にかかる自動車損害賠償責任保険について

⑥ 加害者にかかる任意保険（対人）調査書

⑦ 誓約書

⑧ 交通事故証明書（人身事故扱いのもの）1 通 …… 自動車安全運転センター

事故にあったとき
交通事故などでケガをした場合で加害者があるときは、第三者の行為でおきた
ケガですから原則として当然加害者がその損害を負担することになります。
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　当共済組合では、保養施設利用の助成を行っており、
平成 22 年度より財団法人奈良県市町村職員厚生会事
業として一部助成を含む 3,000 円（昨年度 2,000 円）
に引き上げています。
　また、「バカンスクーポン」や「旅行商品割引」といっ
た事業も行っていますので、旅行を計画されているな
らば、ぜひご利用ください。
　詳細等につきましては、当共済組合ホームページを
ご覧ください。

　夏のボーナスの活用方法はお決まりで
すか！？海や山へのレジャーのあとは、
しっかり貯蓄しませんか！！

　上手な貯蓄をお考え
なら、いつでも預け入れ
ができ、高利回り（平
成 22 年 7月1日現在、
年率1.2％）で安全な
「組合員貯金」にきまり
です。

❖車の同乗中事故にあったとき
車の所有者である本人が運転をしていて、自損事故（運転操作を誤って電信柱に衝突したなど）をおこした

ときに、同乗者がケガをした場合は、ケガをした同乗者からすると第三者の行為でおきた事故ですので、同
乗者が共済組合の組合員又は被扶養者である場合は、「❖事故にあったとき」①～④の手続をしてください。

※ 同乗者が配偶者・子・父母については、自動車保険（任意保険）では、治療費・慰謝料などの保険金は受け
取ることはできませんが、自動車損害賠償保険（自賠責保険）では、治療費・慰謝料などの保険金を受け取
ることができます。

❖  治療が終了したとき、あるいは症状が固定したときは共済組合に連絡して

ください。

❖示談の前には、共済組合に連絡してください。

事故によるケガの場合、後遺症が出てくることがあります。示談を進めるうえで後遺症が発生した場合も、
その治療は改めて請求する等の約束を記載するのが通例です。
また、加害者へは、共済組合へ保険診療分の治療費の支払義務があることを再確認させてください。

第三者の行為によっておきた事故にもかかわらず、警察に事故の届け出をせずに組合員証を
使用して医療機関で受診した場合、共済組合が負担した医療費については、組合員の方に負担
していただくことがありますので、注意して対処してください。

第三者行為に該当する場合とは、
 ・交通事故にあったとき
 ・けんかに巻き込まれ傷害をうけたとき
 ・工事現場の落下物などでケガをしたとき
 ・自宅の飼い犬以外にかまれたとき
  などです。

旅行を計画されるときは、
 ぜひ保養施設をご利用ください。

ボーナスは組合員貯金へ

問い合わせ先 奈良県市町村職員共済組合保険課　　TEL ０７４４－２９－８２６４（課直通）
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